
住民自治協議会での
活動が始まります

新しい住民自治を担う「住民自治協議会」って何？

一本化の協議で整理された主なもの

地域のリーダーを育てよう（5条2項）

情報紙等で積極的に情報を発信して行こう

地域計画には「地域の声」を反映します（5条1項）

住民自治協議会は、住民協議会設立時から住民協議会のあり方や運営等の課題の解消に向け、松阪市における
より良い住民自治の在り方を協議してきた結果、生まれた新しい地域づくり組織です。
令和３年４月に施行の「松阪市地域づくり組織条例」では、住民自治協議会と松阪市住民自治協議会連合会が
中心的な地域づくり組織として位置づけられています。　

地域を支えていくリーダーの存在は大きいものです。住民一人ひとりが特技を生かし、役割を担うことで
組織内でリーダーを「ゆっくり」と増やして行きましょう。

行政面積　６２３．５８K㎡

松阪市住民協議会条例制定時に課題とされた行政と地域との関係性（住民協議会と
地区自治会連合会）の関係が整理されました。

全ての住民自治協議会で構成する松阪市住民自治協議会連合会が設置され、地域づくり
組織の体制が確立しました。

条例や基本協定で住民自治協議会、松阪市住民自治協議会連合会、市の役割を明文化しま
した。基本協定書では、地域づくりに関して、それぞれの役割などについて、取り決めています。

住民組織のスローガン（理念や目標）、事業活動を
情報発信していくことで、地域での活動を浸透していこう！
みんなで考える、みんなの住民自治協議会へ。

住民自治協議会エリア（図示）

協議会の単位は概ね小学校区で、
43ある協議会は

10ブロックに分かれているよ。

地域の声や地域の課題を整理して、地域計画を策定（更新）しましょう
地域計画　・・・　地域の将来像を描き、その実現に向けてその具体的な内容を記したもの。
地域計画を立てることで・・・

住民自治協議会の活動に参加する、できるだけたくさんの意見を聴くことが大切です。
それらの意見を整理して、概ね5年を目途に今必要なことは何かを整理していきましょう。
参加しやすい組織づくりが大切です。幅広く住民の意見を聴いてみましょう。

イベントに人手が足らない高齢化が進んで、今まで
できていたことが難しくなってきた

若者や女性の参加が少ない
地域の歴史文化を生かした活動がしたい

地域に人を呼び込みたい

地域活動に大勢参加してもらいたい

災害に強いまちづくりが必要だよね

地域を好きになってもらいたい

井戸端会議ができるところってないかな

● 話が上手な人、事務作業が早い人、地域の歴史に詳しい人
● それぞれの得意分野を生かしてもらおう
● 社会での経験を生かしてもらおう
● 若者の発信力を地域に生かす（SNS）

リーダーってリーダーって

● 広報紙などを作成して、地域へ情報を発信しましょう。
● 地域の目標（ビジョン）を明確に共有しましょう！
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例えば・・・
事業の必要性、優先順位、期間、予算など
地域課題の共有することができます。

（行政施策への反映）

　

地域課題が地域にお住まいの方に
分かりやすく視える化されます

地域計画をつくる（見直す）ときは・・・



●地域の判断で決定
　◆市が行う場合は、市域全体を見て決定

住民自治協議会で取り組むメリット

住民自治協議会設立の背景

住民自治協議会で行う取り組み

住民自治協議会と住民協議会は何が違うの？

※1 条例には住民自治協議会の構成に自治会の名称が明記され、住民自治協議会には自治会部会が設置されます。
　　単位自治会の活動が大きく変わることはありません。
※2 地域計画の策定を明確に規定しています。
※3 地区公民館活動は地域づくりで共通する部分が多いことから、公民館部会または、それに類する部会を設置し、
　　住民自治協議会の直接事業として行います。

●地域の中で優先順位を決定
　◆市が行う場合は、市役所で優先順位を決定

住民自治協議会は、地域づくりにおいて「自助、共助、公助」における共助を地域で担い、地域が一体となって
多様な地域課題の解決や、地域の特性を生かしたまちづくりを自律的に進める地域づくり組織です。

近年、社会を取り巻く変化により、行政による画一的な公共サービスでは地域課題の解決
や要望に応えることが難しくなってきました。

地域によってその土地ならではの特性があり、その地域で必要なことは、
必ずしも同じではありません。
住民自治協議会では、さまざまな世代に渡って住民同士が話し合い、
幅の広い協働関係の中で、地域の未来を考え、さまざまな事業活動を行います。
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住民協議会住民自治協議会
①条例へ自治会を明記
②自治会部会の設置
③連合会組織の設置
④地域計画の策定
⑤公民館部会の設置
⑥基本協定の締結

※1

※2

※3

身近な課題（地域の困りごと）を市役所へ要望するよりも素早く、解決

納得して、解決

・世代間の交流ができる地域イベントの企画実施、公民館活動（生涯学習）
・生活支援、高齢者福祉（買い物支援や交通手段の確保）
・子育て（福祉、学校と一緒になっての見守り）
・健康づくり（軽スポーツやウォーキングなど）
・自然環境の維持（河川など清掃活動）
・情報発信

松阪市地域づくり組織条例 

●超高齢化
●人口の減少
●頻発する災害
●働き方の変化
●世帯単位から個人単位

●地域間のつながり（広域化）
●地域の助け合い
●地域の絆
●地域の活動の継続

運営委員会 各部会との事業調整のほか、地域課題解決の為、策定した地域計画の事業進捗を管理する。

自治会部会 基本協定に基づく業務の履行及び地元調整、行政情報の共有。自治会間での事業調整。

公民館部会 生活や文化など学習の機会を幅広く提供し、生涯学習や地域の交流に関する事業を検討、立案（予算）し、事業を行う。

〇〇〇部会 テーマに沿った地域の課題を洗い出し、地域課題を解消するための事業を検討、立案（予算）し、事業を行う。
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〇〇〇〇

〇〇〇〇
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住民自治協議会【組織モデル】

前文（抜粋）
人口減少や少子高齢化など社会情勢が変化していく中、地域には多種多様な課題が生じてきており、地域が主体となっ
た活動の活性化は住民生活にとって必要不可欠なものとなっています。

住民自治協議会の役割
第5条　住民自治協議会は、地域に愛着を持ち、地域課題について地域でできることを主体的に考え、その解決への　
　　　 　取り組みを地域計画として策定し、積極的に推進するものとする。
　 ２　　住民自治協議会は、地域活動の質を高め、地域づくりの担い手の発掘や人材の育成を進め、継続して地域づく
　　　　 りの推進に努めるものとする。
　 ３　   住民自治協議会は、基本協定を遵守し、地域づくりの推進に努めるものとする。

いろいろな問題が出てきているよね

市地域 ＞

これからの地域は「密」な関係が必要だね！


